
船橋市認可外保育施設指導監督実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第５９条から第５９条の２の６に基づく認可外保育施設（法第６条の３第９項から

第１２項までに規定する業務又は第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設

であって法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号、以下「認定こども園法」という。）第１７条第１項の認可を受けていないも

のをいい、法第５８条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可

を取り消された施設又は認定こども園法第２２条第１項の規定により幼保連携型認

定こども園の認可を取り消された施設を含む、以下｢施設｣という。）に関する市長の

指導監督の適正実施を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（指導監督の原則） 

第２条 指導監督の実施及びその基準は、令和６年３月２９日付けこ成保第２０６号

こども家庭庁成育局長通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に

おける「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」（以

下「指導監督基準等」という。）並びに令和６年３月２９日付けこ成保第２１８号こ

ども家庭庁成育局長通知「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

について」を原則とし、この要綱に特別の定めがないものについては、同通知の内

容によるものとする。 

（施設の把握） 

第３条 市長は、関係機関等の協力を得て、施設の速やかな把握に努めるものとする。 

（事前指導） 

第４条 市長は、施設の設置予定者等から相談があった場合及び新規開設の情報を得

た場合は、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児

童福祉法等関係法令及び指導監督基準の遵守を求めるものとする。 

（設置の届出） 

第５条 法第５９条の２第１項の規定による届出は、認可外保育施設設置届（様式第

１号）により行うものとする。 

２ 法第５９条の２第２項の規定による変更の届出は、認可外保育施設内容変更届

（様式第２号）により、事業の廃止又は休止の届出は、認可外保育施設廃止（休

止）届（様式第３号）により行うものとする。 



（報告徴収） 

第６条 法第５９条の２の５第１項の規定による運営状況の報告は、毎年１０月１日

現在の状況につき、認可外保育施設運営状況報告書（様式第４号）により行うもの

とする。 

２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第４９条の７の市長が定め

る日は、その年の１０月３１日とする。 

３ 施設の設置者又は管理者（以下「施設設置者等」という。）は、当該施設内におい

て次に掲げる事故等が発生したときは、「教育・保育施設等における事故の報告等に

ついて」（令和６年３月２２日こ成案第３６号通知）に基づき、教育・保育施設等事

故報告書（様式第５号）により速やかに市長に報告するものとする。 

（１） 入所児童の死亡 

（２） 入所児童の重傷事故 

（３） 意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの） 

   また、入所児童の食中毒等事案等が発生した場合は、「社会福祉施設等における感

染症等発生時に係る報告について」（平成１７年２月２２日付雇児発０２２２００１

号通知）に準じて、市長に報告するものとする。 

４ 施設設置者等は、長期滞在児（当該施設に２４時間かつ週のうちおおむね５日程

度以上入所している児童）がいる場合には、長期滞在児報告書（様式第６号）によ

り市長に報告するものとする。 

５ 市長は、前３項に規定する場合のほか、児童の処遇上の観点から施設に問題があ

ると考えられる場合には、随時、特別に報告を求めるものとする。 

（立入調査の実施） 

第７条 市長は、法第５９条第１項の規定に基づき、児童の福祉のため必要があると

認めるときは、施設設置者等に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職

員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営につ

いて必要な調査若しくは質問（以下「立入調査」という。）を行う。 

２ 立入調査は、法第５９条の２第１項の規定により市に届出ている施設に対して、

原則として、年度ごとに１回実施するものとする。 

３ 前項において、法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする施設について

は、立入調査に代えて集団指導を実施することができるものとし、集団指導を実施

する場合、原則として、年度ごとに１回実施するものとする。 

４ 市長は、第２項に規定する場合のほか、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、

児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合（こうした



おそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性

が高いと判断した場合等も含む。）又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合

等で児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合等には、随時、特

別に立入調査を実施することとする。 

（立入調査の事前通知） 

第８条 立入調査の実施にあたっては、施設設置者等に対し、調査期日、調査職員の

氏名、その他必要な事項について、事前に通知するものとする。ただし、前条第３

項の規定により実施する立入調査が必要な場合は、この限りではない。 

（立入調査の方法） 

第９条 立入調査は、施設設置者等の立会いを得て実施するものとし、当該施設の運

営状況等について、施設設置者等から説明を求めるものとする。また、必要に応じ

て保育従事者及び利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。 

２ 立入調査職員は、説明を聴取するほかに、関係施設、設備及び帳簿書類等につい

て、実地にて確認する等監査の実効を図るよう努めるものとする。 

（復命） 

第１０条 立入調査職員は、調査内容について市長に復命しなければならない。 

（立入調査後の対応） 

第１１条 市長は、立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要が

あると認められる場合には、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉

鎖命令の措置を通じて改善を図るものとする。 

２ 市長は、立入調査の結果、指導監督基準等を満たしていると認められる施設に対

しては、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書（以下「証明書」とい

う。）を交付するものとする。 

（改善指導） 

第１２条 改善指導は、立入調査実施後おおむね１か月以内に、施設設置者等に対し、

改善の状況及び計画についておおむね１か月以内の回答期限を記載した文書を通知

することにより行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、文書による改善指導に先立ち、立入調査の際において

も、必要と認められる助言、指導を口頭により行うものとする。 

（改善勧告） 

第１３条 市長は、前条に規定する改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改

善されず、かつ改善の見通しがないと認められるときは、法第５９条第３項に規定

する改善勧告を行うことができるものとする。 



２ 市長は、次の場合は改善指導を経ることなく改善勧告を行うことができるものと

する。 

（１） 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合 

（２） 著しく利用児童の安全性に問題がある場合 

（３） その他児童の福祉のため特に必要があると市長が認める場合 

３ 前２項に規定する改善勧告は、施設の設置者に対し、改善の状況等についておお

むね１か月以内の回答期限を記載した文書を通知することにより行うものとする。

ただし、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、３年以内の

期限を付して移転を勧告するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により改善勧告を受けた施設の設置者から当該勧告に対する

回答があった場合は、その改善状況等を確認するため、立入調査を行うものとする。 

５ 市長は、改善勧告にもかかわらず、改善が行われない場合には、法第５９条第４

項の規定により改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について公表するこ

とができるものとする。 

（事業停止命令又は施設閉鎖命令） 

第１４条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、法第５９条第５項の規定によ

り、船橋市社会福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずることが

できるものとする。 

（１） 前条に規定する改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合であっ

て、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められる

とき。 

（２） 改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置すること

が児童福祉に著しく有害であると認められるとき。 

（３） 当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著

しく悪質であるとき。 

２ 市長は、前項の規定により事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、

行政手続法（平成５年法律第８８号）に規定するところにより、施設設置者等に対

し、事前に弁明の機会を与えなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定にかかわらず、当該施設の児童の生命又は身体の安全を確

保するために緊急を要する場合で、あらかじめ船橋市社会福祉審議会の意見を聴く

いとまがないときは、法第５９条第６項の規定により、当該手続きを経ないで、事

業停止又は施設閉鎖を命ずることができるものとする。 

４ 市長は、前３項に規定する事業停止命令又は施設閉鎖命令を行った場合は、その



施設の名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について公表するものと

する。 

（証明書） 

第１５条 証明書は、立入調査実施後おおむね１か月以内に、１日に保育する乳幼児

の数が６人以上の施設にあっては様式第７号により、１日に保育する乳幼児の数が

５人以下の施設にあっては様式第８号により、それぞれ当該施設設置者等に対し、

交付するものとする。 

２ 法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする施設は、立入調査または集団

指導実施後おおむね１か月以内に、複数の保育に従事する者を雇用する施設にあっ

ては様式第９号により、複数の保育に従事する者を雇用しない施設にあっては様式

第１０号により、それぞれ当該施設設置者等に対し、証明書を交付するものとする。 

３ 立入調査実施後、改善指導を行った場合でも、その指導事項の改善状況の確認に

より、当該施設が指導監督基準等を満たしていると確認した場合には、証明書を交

付できるものとする。 

４ 証明書の有効期間は、これを市長が交付した日から、次項によりその返還を求め

られたときまでとする。 

５ 証明書の交付を受けた者が、立入調査により、指導監督基準等を満たさなくなっ

たと認められるときは、市長は証明書の返還を求めるものとする。また、立入調査

の結果、新たに証明書を交付する場合には、先に交付した証明書につき回収を行う

ものとする。 

（記録の整備） 

第１６条 市長は、施設ごとに届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必

要な記録を整備するものとする。 

（情報提供） 

第１７条 市長は、施設の運営状況その他児童の福祉のために必要と認める事項をと

りまとめ、これを公表するものとする。 

 

附 則  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１５年９月２５日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成１６年１２月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１２月１０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１０月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１９日から施行する。 

 



（様式第１号） 

 

認可外保育施設設置届 

 

  年  月  日 

 

 

 船橋市長        あて 

 

設置者 住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 

 認可外保育施設を設置致しましたので、児童福祉法第５９条の２の規定により、関係書 

 

類を添えて別紙のとおり届け出致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号）別紙 （その１）

認可外保育施設用（居宅訪問型を除く。）

年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 年 月 日

　①事業所の名称

）

乳児室　　ほふく室　　保育室または遊戯室　　調理室　　医務室

児童用便所

室 室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

便器 個

有（　　　　㎡） → 有・無

鉄骨造　　鉄筋コンクリート造　　れん瓦造

木　造　　その他（                  ）

専用建物　集合住宅　事務所ビル  業務用ビル  その他（　　　　　）

住宅地　オフィス街　商店街　工業地　駅ビル・駅隣接　その他

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

メールアドレス

⑬ 運 営 方 法

⑭ 委 託 先 名 称

⑮ 委 託 先 住 所 〒

便　所 その他

屋外遊戯場（園庭） 無

⑫
　
施
 
設
　
・
　
設
 
備

合　計

無の場合の公園など付近で子どもを安全に
遊ばせることが可能な場所

面　積

専用設備

室　名 保育室等 乳児室

室　数

～日・祝祭日 ～

～土曜日 ～

設　置　者　住　所

開 所 時 間 通常開所時間 時間外開所時間 備　考

⑪ 系 列 施 設
有

（系列施設数 か所 〔直営店・ＦＣ〕

建物の形態

階

ほふく室
保育室または遊戯
室

室　数

面　積

室　名 調理室

最寄り駅 線 駅

設 置 者 名

⑦ 管 理 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

（氏名） （職名）

⑥ 代 表 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

（氏名） （職名）

Tel
メール

アドレス

〒

⑤

無
うち市内 か所

⑯

① 施 設 の 名 称

バス 分

徒歩 分

③ 設 置 主 体

② 施 設 の 所 在 地 〒 Tel

④

⑨ 事 業 開 始 年 月 日

建物の建物の構造

～

立地場所

医務室

平　日 ～

⑧ 管　理　者　住　所
（設置主体：個人　記載不要）

〒

ベビーホテル　　事業所内保育施設　　院内保育施設　　その他施設

設置者による直営　　　　保育事業者等への運営委託

⑩ 施 設 区 分



　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中・夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

（ ）

・食事代
円

・入会金
円

・キャンセル料
円

・日用品・文房具費
円

・行事参加費
円

・通園送迎費
円

（ ）
円

（ ）
円

※施設区分が事業所内保育施設又は院内保育施設の場合、（　）内に地域枠、従業員枠の内訳を記載すること。

届出年月日の前日において保育している児童の人数 （ 年 月 日現在）

※（　）内には、一時預かり児童数を再掲すること。

（　　　）

円 円

単位（時間）

一時預かり

円

３歳児

宿　泊

24時間

（　　　）（　　　）

従業員枠

４歳児

５歳児

円

⑲

利
 
用
 
料
 
金

円

円

５歳児 学童３歳児

円

計

計

円

６歳以上
（就学前）５歳児 学童

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)(　　) (　　) (　　)

(　　)

(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　)(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　) (　　)

(　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　) (　　)

(　　)

(　　)

（　　　）（　　　）（　　　）

（　　　）

６歳以上
(就学前)

(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　)

円

２歳児

円

円

円

円

円 円

円 円円

０歳児

１歳児

２歳児

円

円 円

円 円

円 円 円 円

４歳児

円円

⑰ 提供する
　サービス内容

０歳児の場合は、
月齢まで記入する
こと。

サービスの内容
は、「記載上の注
意」により分類す
ること。

その他
（月） 単位（時間） 単位（　　）

月極額 定期契約

３歳児

円

⑱ 利用料金設定状況

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　) (　　)

(　　)

(　　)

４歳児

(　　)

(　　)

夜　間

深　夜

学童

２歳児

(　　)

円

（　　　）（　　　）（　　　）

円

２０時までにお迎え

２２時までにお迎え

昼　間
(　　)

⑳ 定員

地域枠

(　　)

６歳以上
（就学前）

(　　)

(　　)

１歳児

(　　)

(　　)

㉑

０歳児 １歳児

(　　)

(　　)

（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） （　　　） （　　　）

２２時～午前２時まで
にお迎え

午前２時～翌朝にお迎
え

２４時間お迎えなし

計

０歳児

(　　)

年齢

利用形態

年 齢

在 園 時 間



届出年月日の前日において職務に従事している職員の配置数　（　　　　年　　月　　日現在）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士 基準で定める研修 基準で定める研修

　　看護師 修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

㉔のうち、届出年月日の前日において保育に従事している者の配置数及び勤務の体制

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

非常勤 人 人 人

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く）

常勤 人 人

人 人 人 人

人

㉕

職名

（例）

保育従事
者（保育
士）

人

人 人

人 人

人 人

・資格（従事している場
合に記入）

勤務時間帯
勤務
形態

常　勤
・

非常勤

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

人 人

㉒
保
険
加
入

状
　
況

加　入 保険の種類

※保険契約書
　別添 保 険 事 故

（内　容）

未加入

賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

保 険 金 額

㉓提携医療機関

機 関 名

㉔

人

人

Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

電話番号

提携内容

所 在 地

総勤務時間

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不
要。
ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

８時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

人



イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

　①事業所の名称 有　　無

　①事業所の名称 管理栄養士（ 人） 栄養士（ 人）

職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士 基準で定める研修 基準で定める研修

　　看護師 修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

常　勤
・

非常勤

勤務
形態

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く）

㉘

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

職名

㉖ 嘱 託 医 の 有 無

㉗ 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士 の 有 無

総勤務時間

人

人 人 人 人

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不
要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く）

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

勤務時間帯

Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

常勤 非常勤

人

人 人 人 人 人

資
格
の
有
無
等

人 人 人

人 人

人 人

人 人

・資格（従事している場
合に記入）

人 人



㉘のうち、保育に従事している者の配置数及び勤務体制の予定

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不
要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

８時間

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

（例） 常　勤
・

非常勤
保育従事
者（保育
士）

常　勤
・

非常勤

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不
要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

㉙

常　勤
・

非常勤



施設に在籍している保育従事者数 人

注：

（内訳）・保育士 人

・看護師・准看護師 人

・居宅訪問型保育研修（基礎研修）修了者 人

・子育て支援研修（地域保育コース）修了者 人

・子育て支援研修（上記以外）修了者 人

・家庭的保育者等研修（基礎研修）修了者 人

人

人

人]

 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

＊ ㉛については、１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設は必ず記入すること。

（有の場合、その命令の内容）

事業停止命令 ・ 施設閉鎖命令

その命令を行った都道府県等名及び年月日

（　　　　　　　　　　　　：　　　年　　月　　日）

（添付書類）

1 （利用料金の記載に当たり、当様式により難い場合）利用形態別・年齢別料金がわかる書類

2 加入している保険について、保険契約書の写し等の内容が確認できる書類

3 有資格者（保育士、看護師・准看護師）について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類

4 認可外保育施設監督基準第１の２（２）で定める研修修了者について、修了証書等の研修終了が確認できる書類

5 マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報等を伝達等していることがわかる書類

6 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書

7 建物その他の設備の規模及び構造が分かる書類（有効保育室面積、出入口、避難経路が分かる施設平面図)

（設置主体が法人、任意団体の場合）定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

（設置主体が個人の場合）免許証、保険証等、設置者の身分を証明する書類の写し

㉞

設置者が過去に事業停
止命令又は施設閉鎖命
令を受けたか否かの別
（受けたことがある場
合には、その命令の内
容を含む。）

有  ・　無

8

無

無

㉚

以下の内訳を記載するにあたって、複数の項目に該当する者（有資格者で研修も修了して
いる、研修を複数修了している等）については、いずれかの項目にのみ計上すること。そ
の際、有資格者については有資格者の欄に計上すること。

・基準で定めるその他の研修（都道府県知事等が同等以上のものとして取
り扱うものを含む。）を修了した者
（研修名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・保育士又は看護師・准看護師の資格を有しておらず、かつ上記の研修の
いずれも修了していない者

［うち、上記の研修以外の研修を修了した者
　（研修名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職員の研修等の参加状
況

㉛

㉜
子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

　有　　（助成決定日：　　　　　　年　　　月　　　日）㉝
企業主導型保育事業に
よる運営費助成（予
定）の有無



　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、施設長等貴施設における保育の実施責任者の氏名及び職名を記入してください。

　ベビーホテルとは、以下のいずれかに該当する保育施設のこと。
　①夜20時以降の保育　②宿泊を伴う保育　③利用児童のうち一時預かりを占める割合が半数以上

○屋外遊戯場（園庭）……園庭。付近の公園等共用の遊び場は含みません。

＜月極契約＞

＜定期契約＞

○建物の形態
　貴施設として利用されている建物の形態について、次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・専用建物…………………保育専用に使用している一戸建て施設
・集合住宅…………………マンション等の一部を保育に使用している場合
・事務所ビル………………事務所が主なビルの一部を保育に使用している場合
・業務用ビル………………事務所ビル以外のビルの一部を保育に使用している場合
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

○立地場所
　貴施設の立地場所について、次のうちあてはまるもの１つを○で囲んでください。
・住宅地……………………住宅が主となる場所
・オフィス街………………事務所や会社が建ち並んでいる場所
・商店街……………………商店が建ち並んでいる場所。駅建物内や駅前にある場合は「駅ビル・駅隣接」を○で
囲んでください。
・工業地……………………工場が主となる場所
・駅ビル・駅隣接…………駅舎と一体となったビル、駅近隣となる場所（近隣の目安は駅から徒歩５分以内。）
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

【⑫】 ○専用設備
　貴施設において当てはまる専用設備全てを○で囲んでください。なお、○で囲んだ専用設備については、室
数、面積等を整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の区分
けなく１室で保育している場合、これらのいずれも○で囲まず、保育室等の欄に面積を整数（小数点以下四捨五
入）で記入してください。
・乳児室……………………乳児（１歳に満たない児童）のための部屋
・ほふく室…………………はいはい（手足を使ってはい進む）するための部屋

記載上の注意

【⑪】
　系列施設数は、届出施設を含めた数を記入し、届出施設の所在する船橋市内にある系列施設数を内数として記
入してください。

【⑯】

【③】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外開所時間は、通常の開所時間外で、利用者の希望に応じ、開所を行う
場合にその時間を記入してください。

【④】

【⑦】

【⑰】  各サービスの定義は以下のとおりであり、貴施設において提供しているサービス全てを○で囲み（該当するも
のが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入してく
ださい。

入所児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供す
るもの。

入所児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの。
（月極契約を除く。）

【⑩】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・ベビーホテル………次のいずれかの形態の保育を行う施設
　　　　　　　　　 　①20時以降の保育
　　　　　　　　　　 ②宿泊を伴う保育
　　　　　　　　　 　③一時預かり（利用児童のうち半数以上の割合を占めるもの）
・事業所内保育施設…事業主等がその雇用する労働者の児童を対象として保育事業を行う施設
　　　　　　　　　　 ※企業主導型保育施設を含む。
・院内保育施設………病院、診療所の業務に従事する職員の児童を対象として院内保育事業を行う施設
                     ※企業主導型保育施設を含む。
・その他施設…………上記のいずれにも該当しない施設



＜一時預かり＞

＜夜間保育＞

　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞

　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。

　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

【㉔～㉕】

【㉘～㉙】

【⑱】

【㉑】
　届出年月日の前日現在の満年齢により、年齢別の児童数を記入してください。一時預かりの児童も含みます。
一時預かりの児童数は（　）内に再掲してください。「学童」は届出年月日の前日に預かった小学生以上の児童
数を記入してください。

  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金がわかる書類を添付してください。

  定員について特に定めがない場合には、貴施設において職員配置や設備の面を考慮して同時に保育を行うこと
が可能な人数を記入してください。また、法第６条の３第12項に規定する業務を目的とする施設の場合、（　）
内にはその雇用する労働者の監護する乳幼児以外の定員を再掲してください。

【㉞】
　事業停止命令又は施設閉鎖命令は、法第59条第５項に規定する命令であり、法第59条の２に規定する業務を目
的とする施設に対するものに限ります。

【㉗】 　管理栄養士と栄養士のそれぞれの人数を記入してください。０人の場合は、「０」と記入してください。

【㉝】
　企業主導型保育事業による運営費助成（予定）の有無を記入してください。助成を受ける予定の場合は、「企
業主導型保育事業運営費助成決定通知書」を後日添付してください。

【㉜】

【⑳】

【㉒】

【㉓】

【㉚】

　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する施設においては、利用するマッチングサイトのＵＲＬ
を記入してください。ただし、施設自らのウェブサイトを利用して、保護者と施設とが相互に連絡する場合は除
きます。

【㉛】
　職務に従事する全ての職員（施設長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況に
ついて記入してください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

　保育に従事している職員の有資格者数並びに認可外保育施設監督基準第１の２（２）で定める研修の修了者に
ついて記入してください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合は記入してください。

  職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴施設における平均的職員配置数）を記入し、うち、実際保
育に従事している職員については、勤務する時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有
資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入し
てください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

  届出年月日の前日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入し、うち、実際保育に従事し
ている職員については、勤務していた時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格者
及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入してくだ
さい。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

【⑲】

  保険加入状況については、入所児童に関する保険に限定し、施設設備に対する火災保険等は含めないでくださ
い。なお、保険会社との契約書類を添付してください。



（様式第１号）別紙 （その２）

居宅訪問型(いわゆるベビーシッター業務)用

年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

）

　①事業所の名称 年 月 日

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

事 業 開 始 年 月 日

⑥

⑦

⑩

⑪

⑫

Tel〒

バス

徒歩

⑬

④

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

設 置 者 名

駅

（氏名） （職名）

分

分

③ 設 置 主 体

線

①

②

最寄り駅

（職名）（氏名）

利用料金設定状況

代 表 者 名
（設置 主体 ：個 人 記 載不要）

管 理 者 名
（設置 主体 ：個 人 記 載不要）

うち市内 か所
有 無

平　日 ～

時間外保育提供可能時間通常保育提供可能時間 備　考

（系列事業所数 か所 〔直営店・ＦＣ〕

保 育 提 供 可 能 時 間

～

～

～

土曜日

日・祝祭日

提供する
　サービス内容

～

～

０歳児の場合は、
月齢まで記入する
こと。

サービスの内容
は、「記載上の注
意」により分類す
ること。

⑤ 設　置　者　住　所

Tel
メール

アドレス

〒

⑧ 管 理 者 住 所
（設置主体：個人 記載不要）

〒

メールアドレス

男・女・回答しない性別
（設置主体：個人の場合記載）

⑨ 系　列　事　業　所



（ ）

・食事代

円

・入会金

円

・キャンセル料

円

・日用品・文房具費

円

・行事参加費

円

・通園送迎費

円

（ ）

円

（ ）

円
※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※きょうだい児の預かりを除き、定員は原則１名とすること。

⑯届出年月日の前日において保育している児童の人数 （ 年 月 日現在）

　２時間以下

　２時間～４時間以下

　４時間～６時間以下

　６時間～８時間以下

　８時間～

⑮定　員

学童５歳児４歳児３歳児２歳児１歳児０歳児
６歳以上
(就学前)

計

計

３歳児

４歳児

単位（　　）
その他

２歳児

円

円 円

円

円

円

円

円

円

円

一時預かり

単位（時間）

⑭-2

円

円

円 円

円

５歳児

６歳以上
（就学前）

円 円

学童

円

円

円

利
用
料
金

円

円

会員
（入会し常態的に利用する者）

非会員
（一時的に利用する者）

円

利
 
用
 
料
 
金

⑭-1
月極額

（月）

定期契約

単位（時間）

円０歳児

１歳児 円

早朝
5時～8時

日中
8時～18時

夜間
18時～22時

円円

円 円 円

円

円

円円

深夜
22時～5時

円

円

円 円

計

円

円

単位
(時間)

年齢

利用形態

年 齢

保 育 提 供 時 間



届出年月日の前日において職務に従事している職員の配置数　　　（　　年　　月　　日現在）

職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

未加入

保 険 事 故
（内　容）

電話番号

⑰
保
険
加
入
状
況

※保険契約書
　別添

⑱提携医療機関

保険の種類

保 険 金 額

提携内容

加　入 賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　）

機 関 名

所 在 地

⑲と同じ　（以下、記載不要）

常勤　・　非常勤

② 氏 名

氏 名

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

資 格

② 氏 名

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

従 業 員 数 常勤（　　　　）名　　非常勤（　　　　）名 計（　　　　）名

⑳

【事業所長】

☐

常勤　・　非常勤

常勤　・　非常勤

常勤　・　非常勤

保 育 業 務 へ 従 事 従事している　　　・　　　従事していない

【事業所長】

【従業員】　※従業員を雇う場合のみ記入

資 格

氏 名

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

① 氏 名

保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

⑲

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

従 業 員 数 常勤（　　　　）名　　非常勤（　　　　）名 計（　　　　）名

保 育 業 務 へ 従 事 従事している　　　・　　　従事していない

【従業員】　※従業員を雇う場合のみ記入

① 氏 名 常勤　・　非常勤

保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

常勤　・　非常勤



 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

※

（有の場合、その命令の内容）

事業停止命令 ・ 施設閉鎖命令

その命令を行った都道府県等名及び年月日

（　　　　　　　　　　　　：　　　年　　月　　日）

（添付書類）

1 （利用料金の記載に当たり、当様式により難い場合）利用形態別・年齢別料金がわかる書類

2 加入している保険について、保険契約書の写し等の内容が確認できる書類

3 有資格者（保育士、看護師・准看護師）について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類

4 認可外保育施設監督基準第１の２（２）で定める研修修了者について、修了証書等の研修終了が確認できる書類

5

（設置主体が法人、任意団体の場合）定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

（設置主体が個人の場合）免許証、保険証等、設置者の身分を証明する書類の写し

無

㉓

㉒
子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

設置者が過去に事業停
止命令又は施設閉鎖命
令を受けたか否かの別
（受けたことがある場
合には、その命令の内
容を含む。）

有  ・　無

マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報等を伝達等していること
がわかる書類

6

複数の保育に従事する者を雇用しているものの場合、「うち、採用した日から１年を超えていない者」については、認可外保育施設指
導監督基準の第１の２⑵イの基準を満たすには、採用後１年以内に研修を修了する必要があることに留意すること。

㉑
職員の研修等の参加状
況



　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、事業所長等貴事業所における責任者の氏名及び職名を記入してください。

＜月極契約＞

＜定期契約＞

＜一時預かり＞

＜夜間保育＞

　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞

　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。【⑬】

【⑮】

  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外保育提供可能時間は、通常の保育提供可能時間外で、利用者の希望に
応じ、保育の提供を行う場合にその時間を記入してください。

 各サービスの定義は以下のとおりであり、貴事業所において提供しているサービス全てを○で囲み（該当する
ものが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入して
ください。

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

　利用児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供
するもの。

　利用児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの。（月
極契約を除く。）

　利用児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金がわかる書類を添付してください。

　届出年月日の前日現在の満年齢により、年齢別の児童数を記入してください。一時預かりの児童も含みます。
「学童」は届出年月日の前日にあずかった小学生以上の児童数を記入してください。

  定員について特に定めがない場合には、貴事業所において職員配置等を考慮して同時に保育を行うことが可能
な人数を記入してください。個人で事業を実施している場合は記入不要です。

  保険加入状況については、利用児童に関する保険に限定し、事業所設備に対する火災保険等は含めないでくだ
さい。なお、保険会社との契約書類を添付してください。

【⑰】

【⑫】

　系列事業所数は、届出事業所を含めた数を記入し、届出事業所の所在する船橋市内にある系列事業所数を内数
として記入してください。

【⑭-2】
  利用料金について、会員、非会員別、時間帯別に記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合
は、利用形態別、年齢別に料金がわかる書類を添付してください。

【⑯】

【⑭-1】

【③】

記載上の注意

【④】

【⑦】

【⑨】

【⑪】



　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

【㉓】

　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する事業所においては、利用するマッチングサイトのＵＲ
Ｌを記入してください。ただし、事業所自らのウェブサイトを利用して、保護者と事業所とが相互に連絡する場
合は除きます。

【⑲】
  届出年月日の前日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入してください。なお、個人で
事業を実施している場合、【従業員】の欄は記入不要です。

  職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴事業所における平均的職員配置数）を記入してください。
なお、個人で事業を実施している場合、【従業員】の欄は記入不要です。

【⑱】

【㉑】
　職務に従事する全ての職員（事業所長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況
について記入してください。個人で事業を実施している場合は、当該個人の参加状況を記入してください。

【⑳】

　事業停止命令又は施設閉鎖命令は、法第59条第５項に規定する命令であり、法第59条の２に規定する業務を目
的とする施設に対するものに限ります。

【㉒】



（様式第 2号） 

 

認可外保育施設内容変更届 

 

    年  月  日 

 

 船橋市長         あて 

 

設置者 住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 

 認可外保育施設の内容を変更したので、児童福祉法第５９条の２第２項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

２ 設置年月日 

 

 

３ 変更事項 

 

 

 

４ 変更内容 

 （１）変更前 

 

 

（２）変更後 

 

 

５ 変更事由 

 

 

６ 変更年月日 

 

 

添付書類 

 設備構造を変更する場合、変更の前後が判別できる建物平面図及び設備の一覧表等 

  



（様式第３号） 

 

認可外保育施設廃止（休止）届 

 

  年  月  日 

 

 船橋市長         あて 

 

設置者 住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 

 認可外保育施設を（ 廃止 ・ 休止 ）したので、児童福祉法第５９条の２第２項の規

定により、次のとおり届け出ます。 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

２ 設置年月日 

 

 

３ 廃止（休止）年月日 

 

 

４ 廃止（休止）理由 

 

 

 

５ 入所していた者に対する措置 

 

 

 

６ 休止の場合にあっては、休止の予定期間 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

 

認可外保育施設運営状況報告書 

 

  年  月  日 

 

 

 船橋市長        あて 

 

設置者 住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 

 

 児童福祉法第５９条第１項及び第５９条の２の５の規定により、施設の運営状況につい

て、関係書類を添えて別紙のとおり報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号）別紙 （その１）

認可外保育施設用（居宅訪問型を除く。）

年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 年 月 日

　①事業所の名称

）

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

⑤ 設　置　者　住　所

〒

Tel
メール

アドレス

⑧ 管　理　者　住　所
（設置主体：個人　記載不要）

〒

⑥ 代 表 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

⑦ 管 理 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

（氏名） （職名）

～

土曜日 ～

～

⑨ 事 業 開 始 年 月 日

⑬

⑫

委 託 先 住 所

委 託 先 名 称

運 営 方 法

〒

⑮ 開 所 時 間 通常開所時間 時間外開所時間

～

～

日・祝祭日 ～

③ 設 置 主 体

① 施 設 の 名 称

バス 分

徒歩 分

④ 設 置 者 名

② 施 設 の 所 在 地

メールアドレス

〒 Tel

最寄り駅 線 駅

（氏名） （職名）

無
うち市内 か所

⑩ 施 設 区 分

⑪ 系 列 施 設
有

（系列施設数 か所 〔直営店・ＦＣ〕

⑭

ベビーホテル　　事業所内保育施設　　院内保育施設　　その他施設

設置者による直営　　　　保育事業者への運営委託

平　日

備　考



　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中・夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

（ ）

・食事代
円

・入会金
円

・キャンセル料
円

・日用品・文房具費
円

・行事参加費
円

・通園送迎費
円

（ ）
円

（ ）
円

定　員

従業員枠

在籍児童数

従業員枠

（　　　）

（　　　） （　　　） （　　　）

円 円 円 円

円

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 学童

円

円

円

（　　　）（　　　）（　　　）

円

（　　　）

※施設区分が事業所内保育施設又は院内保育施設の場合、（　）内に地域枠の内訳を記載すること。

円

３歳児

円

４歳児

５歳児

円

円

（　　　）

（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）

６歳以上
（就学前）

　⑲定員と在籍児童数

円

学童

計年齢（学齢）

円 円

６歳以上
（就学前）

⑱
 
利
 
用
 
料
 
金

※在籍児童数は、基準日現在において月極及び定期契約のある児童数を記入すること。
　契約している児童数であり、定員数（施設において1日に保育可能な人数）を上回ることもあり得る。
　年齢区分は、保育料年齢に関わらず4月1日現在の満年齢（学齢）とすること。

その他

円

円

円 円

円

（月） 単位（時間） 単位（　　）

円

円

月極額 定期契約

円

円

円

０歳児

円 円

円 円

円

サービスの内容
は、「記載上の注
意」により分類す
ること。

⑯ 提供する
　サービス内容

０歳児の場合は、
月齢まで記入する
こと。

⑰ 利用料金設定状況

円

１歳児

２歳児

（　　　）（　　　）

単位（時間）

一時預かり

地域枠

地域枠

（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） （　　　） （　　　）

（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） （　　　） （　　　）

年齢

利用形態



⑳保育している児童の人数 （ 年 月 日現在）

※（　）内には、一時預かり児童数を再掲すること。

上記のうち主たる保育時間である11時間について再掲　　　　　（　　　　：　　　　～　　　　：　　　　）

㉒職務に従事している職員の配置数 （ 年 月 日現在）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士 基準で定める研修 基準で定める研修

　　看護師 修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

人

人

人 人

人

人 人

人

・資格（従事している場
合に記入）

人

宿　泊

計

人

人

人

人

深　夜
(　　)

(　　) (　　) (　　) (　　) (　　) (　　) (　　) (　　)

２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
６歳以上
(就学前)

学童 計

(　　) (　　) (　　) (　　)

(　　)

(　　)

(　　)(　　) (　　) (　　) (　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　) (　　)(　　)

(　　)

人

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く） Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

人 人

24時間

０歳児 １歳児

(　　) (　　) (　　)(　　)

２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
６歳以上
(就学前)

学童

(　　)

常勤 非常勤 人 人 人 人 人

人

午前２時～翌朝にお迎
え

２４時間お迎えなし

(　　) (　　) (　　) (　　)

(　　)

計

２０時までにお迎え

(　　) (　　) (　　) (　　) (　　)

(　　)(　　) (　　)

(　　)

(　　)

(　　)
２２時までにお迎え

２２時～午前２時まで
にお迎え (　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　)

１歳児

夜　間

昼　間

０歳児

㉑
時間帯別の在籍
児童数
（月極め・定期
契約・一時預か
りを含めた延べ
数で記入してく
ださい。）

0:00～6:59

22:00～23:59

20:00～21:59

19:00～19:59

18:00～18:59

17:00～17:59

9:00～16:59

7:00～8:59

年 齢

（月齢）
在 園 時 間

年 齢

（月
保育状



㉓　㉒のうち、保育に従事している者の配置数及び勤務の体制

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

　①事業所の名称 有　　無

　①事業所の名称 管理栄養士（ 人） 栄養士（ 人）

当運営状況報告に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は
不要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

㉔ 嘱 託 医 の 有 無

㉕ 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士 の 有 無

（例） 常　勤
・

非常勤
８時間保育従事

者（保育
士）

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

当運営状況報告に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は
不要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

職名

総勤務時間

勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯



㉖職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士 基準で定める研修 基準で定める研修

　　看護師 修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

㉗　㉖のうち、保育に従事している者の配置数及び勤務体制の予定

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

人 人 人 人

人 人

（例） 常　勤
・

非常勤

勤務
形態

勤務時間帯

人 人

常勤 人 人

常　勤
・

非常勤

Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

当運営状況報告に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は
不要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

勤務
時間

人 人

職名

Ｂ 保育従事者（Ａを除く）

総勤務時間

人 人 人 人

保育従事
者（保育
士）

非常勤

Ａ 施設長

常　勤
・

非常勤

人

人 人

人 人

常　勤
・

非常勤

８時間

人

・資格（従事している場
合に記入）



イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

施設に在籍している保育従事者数 人

注：

（内訳）・保育士 人

・看護師・准看護師 人

・居宅訪問型保育研修（基礎研修）修了者 人

・子育て支援研修（地域保育コース）修了者 人

・子育て支援研修（上記以外）修了者 人

・家庭的保育者等研修（基礎研修）修了者 人

人

人

人]

保 険 金 額

以下の内訳を記載するにあたって、複数の項目に該当する者（有資格者で研修も修了して
いる、研修を複数修了している等）については、いずれかの項目にのみ計上すること。そ
の際、有資格者については有資格者の欄に計上すること。

・基準で定めるその他の研修（都道府県知事等が同等以上のものとして取
り扱うものを含む。）を修了した者
（研修名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・保育士又は看護師・准看護師の資格を有しておらず、かつ上記の研修の
いずれも修了していない者

［うち、上記の研修以外の研修を修了した者
　（研修名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

当運営状況報告に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は
不要。ただし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

機 関 名

提携内容

未加入

常　勤
・

非常勤

㉙
保
険
加
入
状
況

加　入

職名

所 在 地

電話番号

㉘

賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　）

㉚
提携医療機
関

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

保険の種類

※保険契約書
　別添 保 険 事 故

（内　容）

総勤務時間



乳児室　　ほふく室　　保育室または遊戯室　　調理室　　医務室　児童用便所

室 室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

便器 個

有（　　　　㎡） → 有・無

鉄骨造　　鉄筋コンクリート造　　れん瓦造

木　造　　その他（                  ）

専用建物　集合住宅　事務所ビル  業務用ビル  その他（　　　　　）

住宅地　オフィス街　商店街　工業地　駅ビル・駅隣接　その他

乳児室の区画 有 ( 専用室   フェンス    ベビーベッド    他         )  

保育室の採光･換気 窓等採光( 良い  普通   悪い ) ・ 窓等換気( 良い  普通   悪い )

便所の設備 保育室との仕切( 有 無 )・調理室との仕切( 有 無 )・専用手洗い( 有 無 )

消火用具の設置 有 ( 消火器　　　他：　　　　　　　　　　 　　　　　　）

玄関以外の非常口 → 無の場合の避難器具　　有 (                  )   無

消防計画 有 ( 届出年月日  　    年   月    日  ・  未届   )

避難消火訓練 実施 ( 実施回数     回／年  ・うち､図上訓練      回／年 )

保育室が２階にある 転落防止設備 （ 窓柵   階段手すり  テラス手すり ）

耐火構造の建物 （ 鉄筋コンクリート   レンガ   石  ）

階段等設備

屋内階段

屋外階段

屋内避難階段

バルコニー

屋外傾斜路等

屋外階段

㉞

保育室等 乳児室 ほふく室
保育室または遊戯
室

室　名

㊳ 未実施

㊴ 不適

（下表の区分ごとに掲げる設備がそれぞれ
　１つ以上設けられている）

医務室 便　所

㊲

常用

無

有

室　数

面　積

室　名 調理室

専用設備

無

㉜ 無

㉝

立地場所

不適

適

②

建物の構造

③

④

㉟ 無

㊱

避難用

①

㉛
　
施
 
設
　
・
　
設
 
備

合　計その他

適

②

①

建物の形態

階

室　数

面　積

建物の

適 不適

屋外遊戯場（園庭） 無
無の場合の公園など付近で子どもを安全に遊ばせ
ることが可能な場所



転落防止設備 （ 窓柵   階段手すり  テラス手すり ）

耐火構造の建物 （ 鉄筋コンクリート   レンガ   石  ）

階段等設備

屋内避難階段

屋外階段

屋内避難階段

屋外傾斜路等

屋外階段

調理室の防火区画

①スプリンクラー設備

②自動消火設備かつ延焼防止措置

のいずれか１つが設けられている。

保育計画の策定 有　（年間・月案・週案・デイリープログラム・行事予定・保育目標）

有 (週   回)

入浴   清拭

外遊び、外気浴の実施 実施 （  毎日            回／１週間                  ）

玩具（　　　　　　　    　 ）   絵本      机      椅子    

楽器（　　　　　　　　     ）   他（        　　　　　）

 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

＊ ㊺については、１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設は必ず記入すること。

研修の実施状況 保育従事者の質の向上を図る研修を定期的に実施 （　年  　  回 ）

安全管理・事故防止のための研修を定期的に実施している（ 年　　　回 ）

安全管理・事故防止の手順やマニュアルを整備し、職員に周知している

入浴等を必要とする
児童の取り扱い

不適

㊹

保護者及び施設利用希望
者の保育室等の見学

衣 類 の 洗 濯 ・ 消 毒 方 法

連 絡 帳 の 作 成

未実施

保育室の清掃方法・回数

食 器 の 消 毒 ・ 保 管 方 法

安全管理・事故防止の
取組状況

不適カ ー テ ン 、 敷 物 、 建 具 等 の 防 炎 処 理

無

無

㊸

㊼

適

㊺
職員の研修等の参加状
況

備えられている遊具
等

避難用

常用

無

無有

有
消防署・病院等関係機関との連絡を密にし、緊急の場合には適切な体制がと
れるようにしている

保育室が３階以上にあ
る

無

適

無

不適

適 不適

①

適

㊷

㊵

①

②

②

㊻ 未実施

哺乳ビンの消毒・保管方法

玩具類の洗濯・消毒方法

寝 具 の 乾 燥 ・ 消 毒 方 法

実施

無

無

有 無

㊽ 保護者との連絡状況

献 立 表 の 配 布

施 設 だ よ り の 配 布

③

（下表の区分ごとに掲げる設備が保育室等か
　ら30m以内にそれぞれ１つ以上設けられている）

適 不適

非 常 警 報 器 具 ま た は 非 常 警 報 設 備 適

適

（耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備
が設けられている。あるいは

未実施

24時間保育で､３日以上継続して在園する児童の入浴、汚
れたときなどの対処

不適

㊾

緊 急 連 絡 表 の 作 成

㊿

㊶

有

便 所 の 清 掃 方 法 ・ 回 数

調理室の清掃方法・回数

不適保 育 室 の 壁 ・ 天 井 が 不 燃 材 料 仕 上 げ

有 無

有



特に決めていない

特に決めていない

特に決めていない

朝食用  有 （    週間献立）   無

昼食用  有 （    週間献立）   無 夕食用  有 （    週間献立）     無

有 （  施設で調理     調理済み市販     家から持参     その他  ）

冷蔵庫     その他  （                                            ）  

有 （ 体温      排便     食事     睡眠     顔ぼう     その他 ）

有 （ 服装      外傷     清潔     他                         ）

実施 （ 身長測定　　体重測定　　 その他）

施設で実施    診断書の提出    母子健康手帳で確認  

施設で実施    診断書の提出    母子健康手帳で確認   ・   回／年

保護者への連絡     医療機関への受診     その他（                       ）

実施 （ 施設で実施     診断書の提出     その他               ）

実施 （ 施設で実施     診断書の提出     その他               ）

実施 （ 毎月           隔月             回／年 ）  

体温計     水まくら類     外用・消毒薬     絆創膏類     他（           ））

再登園にあたっての取扱い（かかりつけ医とのやりとりを記載した書面等の提出　有　　未実施　）

歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチ等の共用防止    実施　　  未実施

○安全対策

○事故防止

○緊急時の対策

サービス内容等の掲示

利用者への契約時の書面交付

利用予定者への契約内容等の説明

児童票の作成状況 有（ 家庭状況  既往症  健康状況  成長記録  健康診断記録 ）

有（主に施設で調理  　主に仕出し弁当  　その他）
無（弁当持参  　　　　家庭で食事  　　　その他）

給

食

51

保育室での禁煙の厳守

　施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行うなど、児童が危険な場所等へ進入しな
いような対策が講じられている場合は適、欠けている場合は不適とする。

適 不適

　不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制が整備されている場合は
適、されていない場合は不適とする。

62

児童の健康
診断

未実施

53 降園時の個別検査

入所後
55

安
　
全
　
確
　
保

適 不適

 各室内に危険物がない、放置物品がない、 暖房器具の固定、燃焼部の覆い、書庫等の転倒防止、棚
等からの落下物防止などの安全対策が講じられいる場合は適、欠けている場合は不適とする。

（保育室    玄関    非常口    階段       通路    台所   便所   浴室    ベランダ    園庭    門扉）

未実施

有（主に施設で調理  　主に仕出し弁当  　その他）
無（弁当持参  　　　　家庭で食事  　　　その他）

睡眠中の乳幼児のきめ細かな観察

仰向け寝

乳 児 食 （ 離 乳 食 ）

朝食

昼食

夕食

給食の実施

未実施

食 品 の 保 存

無

52

有（主に施設で調理  　主に仕出し弁当  　その他）
無（弁当持参  　　　　家庭で食事  　　　その他）

職員の健康
診断

採用時

未実施

実施

未実施

59

実施

備えられている医薬品

60

乳幼児突然死症候群の
予防

実施 未実施

実施 未実施

適 不適

無登園時の健康状態観察

無64

利用者等への情報提供

未実施

採用後 未実施
57

58 調理・調乳者の検便

未実施

入所時

感染症への対応

63

ケガや病気の時の措置

実施

実施 未実施

未実施

61

献立表の作成

56

児童の発育チェック

無

54



入所児童に関する書類 児　童　出　欠　簿 保　育　記　録

給食日誌等　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　無

職員に関する書類 職員名簿（履歴書） 資　格　証　明　書

職員の雇用状況がわかる書類 （雇用通知書、賃金台帳等）

勤務状況がわかる書類（勤務割表、出勤簿等）

施設に関する書類 運営管理に関する規定（就業規程等）

施設平面図（面積が確認できるもの）　

（有の場合、その命令の内容）

事業停止命令 ・ 施設閉鎖命令

その命令を行った都道府県等名及び年月日

（　　　　　　　　　　　　：　　　年　　月　　日）

＜添付書類＞

□ （利用料金の記載に当たり、当様式により難い場合）利用形態別・年齢別料金がわかる書類

□ 入所児童に関する保険の保険会社との契約書類の写し

□ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類

□ 

□ マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることがわかる書類

□ 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書

□ 建物その他の設備の規模及び構造が分かる書類（有効保育室面積、出入口、避難経路が分かる施設平面図)

□　その他

○ シフト表　（必要に応じて）

記入者

67

企業主導型保育事業に
よる運営費助成（予
定）の有無

認可外保育施設指導監督基準第１の２（２）で定める研修の修了者について、修了証書等の研修終了が確認できる書類

66

　有　　（助成決定日：　　　　　　年　　　月　　　日） 無

68

設置者が過去に事業停
止命令又は施設閉鎖命
令を受けたか否かの別
（受けたことがある場
合には、その命令の内
容を含む。）

有  ・　無

子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

65

帳
簿
の
作
成
、

整
備
状
況

有 無 有 無

有 無

無

有 無

有 無

ＴＥＬ

無有 有 無

有



　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、施設長等貴施設における保育の実施責任者の氏名及び職名を記入してください。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。

【㉒～㉓】

＜月極契約＞
　入所児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供する
もの。

＜定期契約＞
　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの。
（月極契約を除く。）

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

【⑪】

【④】

【⑦】

【⑮】
  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外開所時間は、通常の開所時間外で、利用者の希望に応じ、開所を行う
場合にその時間を記入してください。

　系列施設数は、当運営状況報告の対象施設を含めた数を記入し、対象施設の所在する市内にある系列施設数を
内数として記入してください。

 各サービスの定義は以下のとおりであり、貴施設において提供しているサービス全てを○で囲み（該当するも
のが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入してく
ださい。

【⑰】

記載上の注意

  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金がわかる書類を添付してください。

  定員について特に定めがない場合には、貴施設において職員配置や設備の面を考慮して同時に保育を行うこと
が可能な人数を記入してください。

【③】

【⑱】

【⑩】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・ベビーホテル………次のいずれかの形態の保育を行う施設
　　　　　　　　　 　①20時以降の保育
　　　　　　　　　　 ②宿泊を伴う保育
　　　　　　　　　 　③一時預かり（利用児童のうち半数以上の割合を占めるもの）
・事業所内保育施設…事業主等がその雇用する労働者の児童を対象として保育事業を行う施設
　　　　　　　　　　 ※企業主導型保育施設を含む。
・院内保育施設………病院、診療所の業務に従事する職員の児童を対象として院内保育事業を行う施設
　　　　　　　　　　 ※企業主導型保育施設を含む。
・その他施設…………上記のいずれにも該当しない施設

  運営状況報告記入日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入し、うち、実際保育に従事
している職員については、勤務していた時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格
者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入してく
ださい。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

【⑳】
　月齢により年齢別の児童数を記入してください。一時預かりの児童も含みます。一時預かりの児童数は
（　）内に再掲してください。「学童」は小学生以上の児童数を記入してください。

＜一時預かり＞
　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

＜夜間保育＞
　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞
　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

【⑯】

【⑲】



【㉖～㉗】

　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

○屋外遊戯場（園庭）……園庭。付近の公園等共用の遊び場は含みません。

【 55 、 57 】

【㊼】

　貴施設における研修の実施状況について、実施している場合（都道府県等が実施する研修への参加を含む）
は、（　　）内にその回数を記入してください。２年に１回実施している場合は、「年　0.5　回」と記入して
ください。

　貴施設における安全管理・事故防止の取組について、研修を実施している場合（都道府県等が実施する研修へ
の参加を含む）は、（　　）内にその回数を記入してください。２年に１回実施している場合は、「年　0.5
回」と記入してください。

【㉙】

【㉚】

【㉕】 　管理栄養士と栄養士のそれぞれの人数を記入してください。０人の場合は、「０」と記入してください。

【㉘】
　保育に従事している職員の有資格者数並びに認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)で定める研修の修了者
について記入してください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合は記入してください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

【㊻】

○専用設備
　貴施設において当てはまる専用設備全てを○で囲んでください。なお、○で囲んだ専用設備については、室
数、面積等を整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の区分
けなく１室で保育している場合、これらのいずれも○で囲まず、保育室等の欄に面積を整数（小数点以下四捨五
入）で記入してください。
・乳児室……………………乳児（１歳に満たない児童）のための部屋
・ほふく室…………………はいはい（手足を使ってはい進む）するための部屋

【㊺】

　職務に従事する全ての職員（施設長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況に
ついて記入してください。ただし、運営状況報告記入日の年度に参加した研修が３回以上の場合、その全てを記
入してください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

  保険加入状況については、入所児童に関する保険に限定し、施設設備に対する火災保険等は含めないでくださ
い。なお、保険会社との契約書類を添付してください。

  職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴施設における平均的職員配置数）を記入し、うち、実際保
育に従事している職員については、勤務する時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有
資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入し
てください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

○建物の形態
　貴施設として利用されている建物の形態について、次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・専用建物…………………保育専用に使用している一戸建て施設
・集合住宅…………………マンション等の一部を保育に使用している場合
・事務所ビル………………事務所が主なビルの一部を保育に使用している場合
・業務用ビル………………事務所ビル以外のビルの一部を保育に使用している場合
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

○立地場所
　貴施設の立地場所について、次のうちあてはまるもの１つを○で囲んでください。
・住宅地……………………住宅が主となる場所
・オフィス街………………事務所や会社が建ち並んでいる場所
・商店街……………………商店が建ち並んでいる場所。駅建物内や駅前にある場合は「駅ビル・駅隣接」を○で
囲んでください。
・工業地……………………工場が主となる場所
・駅ビル・駅隣接…………駅舎と一体となったビル、駅近隣となる場所（近隣の目安は駅から徒歩５分以内。）
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

【㉛】

　児童の健康診断、職員の健康診断のうち、「入所後」、「採用後」については、運営状況報告記入日の年度の
実施状況で、それぞれあてはまるもの１つを○で囲んでください。

【 51 】

　朝食、昼食、夕食ごとにあてはまるもの１つを○で囲んでください。
・主に施設で調理…………主に施設で給食を調理している場合。単なる加熱等のみの場合は含みません。
・主に仕出し弁当…………主に施設で弁当等を購入している場合。
・弁当持参…………………保護者により弁当が用意されている場合。従って、店で購入したものでも保護者が用
意したものは含まれます。
・なし………………………該当する時間帯に開所していない場合。給食がない場合。



　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する施設においては、利用するマッチングサイトのＵＲＬ
を記入してください。ただし、施設自らのウェブサイトを利用して、保護者と施設とが相互に連絡する場合は除
きます。

【 66 】

【 68 】
　事業停止命令又は施設閉鎖命令は、法第59条第５項に規定する命令であり、法第59条の２に規定する業務を目
的とする施設に対するものに限ります。

【 67 】
　企業主導型保育事業による運営費助成(予定)の有無を記入してください。助成を受ける予定の場合は、「企業
主導型保育事業運営費助成決定通知書」を後日添付してください。



（様式第４号）別紙 （その２）

居宅訪問型(いわゆるベビーシッター業務)用

年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　③設置者名

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

）

　①事業所の名称 年 月 日

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

～

メールアドレス

⑧ 管 理 者 住 所
（設置主体：個人 記載不要）

⑨ 系　列　事　業　所 有
（系列事業所数 か所 〔直営店・ＦＣ〕

無
うち市内 か所

通常保育提供可能時間 時間外保育提供可能時間 備　考

⑩

～

⑪ 保 育 提 供 可 能 時 間

⑥ 代 表 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

（氏名） （職名）

④ 設 置 者 名

⑦ 管 理 者 名
（設置主体：個人 記載不要）

（氏名）

Tel

⑤ 設置者住所

性別
（設置主体：個人の場合記載）

男・女・回答しない

メール
アドレス

〒

① 事 業 所 の 名 称

バス 分
駅

徒歩 分

② 事 業 所 の 所 在 地 〒 Tel

最寄り駅 線

〒

（職名）

日・祝祭日

サービスの内容
は、「記載上の注
意」により分類す
ること。

～

～平　日

～

③ 設 置 主 体

土曜日 ～

事 業 開 始 年 月 日

⑫ 提供する
　サービス内容

０歳児の場合は、
月齢まで記入する
こと。

⑬ 利用料金設定状況



（ ）

・食事代
円

・入会金
円

・キャンセル料
円

・日用品・文房具費
円

・行事参加費
円

・通園送迎費
円

（ ）
円

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※きょうだい児の預かりを除き、定員は原則１名とすること。

⑯保育している児童の人数 （ 年 月 日現在）

　２時間以下

　２時間～４時間以下

　４時間～６時間以下

　６時間～８時間以下

　８時間～

( 年 月 日現在）

１歳児 ２歳児 ３歳児

１歳児

計

非会員
（一時的に利用する者）

円円

円 円 円 円

円

円

円 円 円

円

会員
（入会し常態的に利用する者）

円

円

円

⑮定　員

１歳児 ２歳児

２歳児

３歳児 円

４歳児 円

円 円

計

7:00～8:59

０歳児

０歳児

⑰

0:00～6:59

9:00～16:59

17:00～17:59

18:00～18:59

19:00～19:59

20:00～21:59

22:00～23:59

４歳児３歳児

円

利
用
料
金
単位

(時間)
円

４歳児 ５歳児

円

円

円

円

月極額 定期契約 一時預かり

円

⑭-1 その他
（月） 単位（時間） 単位（時間） 単位（　　）

円

利
 
用
 
料
 
金

円

円

５歳児 円

円

０歳児 円 円 円

円

円

学童
６歳以上
(就学前)

計

計５歳児

上記のうち主たる保育時間である11時間について再掲　　　　　（　　　　：　　　　～　　　　：　　　　）

時間帯別の利用
児童数
（月極め・定期
契約・一時預か
りを含めた延べ
数で記入してく
ださい。）

⑭-2
早朝

5時～8時

円

６歳以上
(就学前)

学童

学童 円

６歳以上
（就学前）

円

日中
8時～18時

夜間
18時～22時

深夜
22時～5時

円

利用形態

年 齢

保 育 提 供 時 間

年 齢

保育状況

年齢



職務に従事している職員の配置数　（　　年　　月　　日現在）

職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

常勤　・　非常勤

保 育 業 務 へ 従 事 従事している　　　・　　　従事していない

【従業員】　※従業員を雇う場合のみ記入

① 氏 名 常勤　・　非常勤

⑱

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

② 氏 名 常勤　・　非常勤

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

従 業 員 数 常勤（　　　　）名　　非常勤（　　　　）名 計（　　　　）名

氏 名

【従業員】　※従業員を雇う場合のみ記入

① 氏 名

常勤　・　非常勤

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

保 育 業 務 へ 従 事 従事している　　　・　　　従事していない

常勤　・　非常勤

⑲

☐ ⑱と同じ　（以下、記載不要）

【事業所長】

従 業 員 数 常勤（　　　　）名　　非常勤（　　　　）名 計（　　　　）名

資 格

② 氏 名

保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

常勤　・　非常勤

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）

【事業所長】

氏 名

資 格 保育士・看護師・准看護師・子育て支援員研修 地域保育コース(地域型保育)・その他（　　　）



保育計画の策定  有 （年間・月案・週案・デイリープログラム・行事予定・保育目標）

 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

研修の実施状況 保育従事者の質の向上を図る研修を定期的に実施 （　年  　  回 ）

安全管理・事故防止のための研修を定期的に実施している（ 年　　　回 ）

安全管理・事故防止の手順やマニュアルを整備し、職員に周知している

保護者との連絡状況

その他（ ）

有 （ 体温      排便     食事     睡眠     顔ぼう     その他 ）

有 （ 服装      外傷     清潔     他                         ）

 診断書の提出　　　母子健康手帳で確認

 診断書の提出　　　母子健康手帳で確認　　・ 回／年

 保護者への連絡     医療機関への受診     その他（ ）

 実施 （ 事業所で実施     診断書の提出     その他 　　      ）

 実施 （　事業所で実施     診断書の提出     その他 　　      ）

 実施 （ 毎月　　　　　　隔月 回／年）

 睡眠中の乳幼児のきめ細かな観察

 仰向け寝

　  禁煙の厳守

○安全対策

実施内容（ ）

○事故防止

実施内容（ ）

○緊急時の対策

実施内容（ ）

未実施

適 不適

適 不適

不適

安全管理・事故防止の
取組状況

未実施

機 関 名

所 在 地

電話番号

提携内容

無

無

未実施

有

保 険 金 額

無

無

緊 急 連 絡 表 の 作 成

連 絡 帳 の 作 成

消防署・病院等関係機関との連絡を密にし、緊急の場合には適切な体制がと
れるようにしている

有 無

無

有

未実施

未加入

保 険 事 故
（内　容）

採　用　後

㉒

⑳
保
険
加
入
状
況

加　入

㉑
提携医療機
関

保険の種類

※保険契約書
　別添

㉟
安
全
確
保

適

未実施

未実施

実施

実施 未実施

㉝ 検便

乳幼児突然死症候群の
予防

実施

賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　）

㉗

㉞

利用開始後

採　用　時

利用開始時

ケガや病気の時の措置㉛

㉜

保護者及び利用希望者
の事前の面接

利用開始時の健康状態
観察

利用開始時の個別検査

児童の健
康診断

㉚

㉘

㉙

㉔

職員の研修等の参加状
況

㉓

無

無㉕

㉖

未実施

実施

有

有

未実施

未実施

職員の健
康診断

無



 サービス内容等の掲示

 利用者への契約時の書面交付

 利用予定者への契約内容等の説明

  有  （  家庭状況   既往症   健康状況   成長記録   健康診断記録 ）

 職員名簿（履歴書）  児童利用状況表

 資 格 証 明 書

 職員の雇用等状況がわかる書類

（雇用通知書、賃金台帳等）

（有の場合、その命令の内容）

事業停止命令 ・ 施設閉鎖命令

その命令を行った都道府県等名及び年月日

（　　　　　　　　　　　　：　　　年　　月　　日）

＜添付書類＞

□ （利用料金の記載に当たり、当様式により難い場合）利用形態別・年齢別料金がわかる書類

□ 入所児童に関する保険の保険会社との契約書類の写し

□ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類

□ 

□ マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービス内容に関する情報を伝達していることがわかる書類

□　その他パンフレットなど施設の運営状況を把握するうえで参考となる書類

記入者

ＴＥＬ

㊳
有 無

無 有 無

認可外保育施設指導監督基準第１の２（２）で定める研修の修了者について、修了証書等の研修終了が確認できる書類

有  ・　無

無

有

㊵

無

㊲

帳簿の作成、整備状況

設置者が過去に事業停
止命令又は施設閉鎖命
令を受けたか否かの別
（受けたことがある場
合には、その命令の内
容を含む。）

㊴
子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

有

実施 未実施

実施

実施

未実施
利用者等への情報提供

未実施

児童票の作成状況

㊱



　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、事業所長等貴事業所における責任者の氏名及び職名を記入してください。

＜月極契約＞

＜定期契約＞

＜一時預かり＞

＜夜間保育＞

　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞

　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。

【⑭-1】
  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金がわかる書類を添付してください。

【⑭-2】
  利用料金について、会員、非会員別、時間帯別に記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合
は、利用形態別、年齢別に料金がわかる書類を添付してください。

　利用児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

　利用児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービス
を提供するもの。

記載上の注意

【④】

【⑦】

【⑨】

【⑪】

【③】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外保育提供可能時間は、通常の保育提供可能時間外で、利用者の希望に
応じ、保育の提供を行う場合にその時間を記入してください。

　系列事業所数は、当運営状況報告の対象事業所を含めた数を記入し、対象事業所の所在する船橋市内にある系
列事業所を内数として記入してください。

　利用児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するも
の。（月極契約を除く。）

 各サービスの定義は以下のとおりであり、貴事業所において提供しているサービス全てを○で囲み（該当する
ものが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入して
ください。

【⑫】

  定員について特に定めがない場合には、貴事業所において職員配置等を考慮して同時に保育を行うことが可能
な人数を記入してください。個人で事業を実施している場合は記入不要です。

  運営状況報告記入日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入してください。なお、個人
で事業を実施している場合、【従業員】の欄は記入不要です。

【⑮】

【⑬】

【⑯】 　一時預かりの児童も含みます。「学童」は実際にあずかった小学生以上の児童数を記入してください。

【⑱】



　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

【㊵】
　事業停止命令又は施設閉鎖命令は、法第59条第５項に規定する命令であり、法第59条の２に規定する業務を目
的とする施設に対するものに限ります。

　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する事業所においては、利用するマッチングサイトのＵＲ
Ｌを記入してください。ただし、事業所自らのウェブサイトを利用して、保護者と事業所とが相互に連絡する場
合は除きます。

【㊴】

【㉑】

【⑳】
  保険加入状況については、利用児童に関する保険に限定し、事業所設備に対する火災保険等は含めない
でください。なお、保険会社との契約書類を添付してください。

　職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴事業所における平均的職員配置数）を記入してください。
なお、個人で事業を実施している場合、【従業員】の欄は記入不要です。

【㉓】

【⑲】

【㉔】
　貴事業所における研修の実施状況について、実施している場合（都道府県等が実施する研修への参加を含む）
は、（　　）内にその回数を記入してください。２年に１回実施している場合は、「年　0.5　回」と記入して
ください。個人で事業を実施している場合は参加状況を記入してください。

【㉕】
　貴事業所における安全管理・事故防止の取組について、研修を実施している場合（都道府県等が実施する研修
への参加を含む）は、（　　）内にその回数を記入してください。２年に１回実施している場合は、「年　0.5
回」と記入してください。個人で事業を実施している場合は参加状況を記入してください。

【㉜】
　職員の健康診断のうち「採用後」については、運営状況報告記入日の年度の実施状況で、それぞれあてはまる
もの１つを○で囲んでください。個人で事業を実施している場合は、年１回の健康診断の実施の有無について記
入すること。

　職務に従事する全ての職員（事業所長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況
について記入してください。個人で事業を実施している場合は当該個人の参加状況を記入してください。



千葉県

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳以上 学童 その他

診断名

病状

病院名

事故に遭ったこどもの情報

(負傷の場合）負傷状況

こどもの年齢(月齢) こどもの性別

施設入所年月日
(入園年月日、事業利用開始年月日等)

所属クラス等

事故発生場所

特記事項
（事故と因子関係がある持病、アレル
ギー、既往症、発育・発達状況等）

事故発生時の状況

事故発生時のこどもの人数

事故発生年月日

　　事故発生後の対応
（報道発表を行う（行った）場合にはそ
の予定（実績）。第2報以降で追記。）

※　第１報は、本報告書（表面）を記載して報告してください。
※　第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）、第２報は原則１か月以内程度に報告してください。
※　第２報は、記載内容について保護者の了解を得た後に、各自治体へ報告してください。
※　直近の指導監査の状況報告及び発生時の状況図（写真等を含む）を添付してください。
※　意識不明事故に該当しないものの、意識不明に陥った後に死亡事故や重篤な事故となった場合は、意識不明時の状況も記載してください。
※　「（負傷の場合）負傷状況」欄における「骨折（重篤な障害が疑われるもの）」については、医師の所見等により、骨折に伴う重篤な障害
　（偽関節、著しい運動障害、著しい変形等）が残ることが疑われる場合に選択してください。
※　記載欄は適宜広げて記載してください。

事故発生時の状況

事故の誘因

(死亡の場合）死因

事故の転帰

診断名、病状、病院名

　　　事故の発生状況
（当日登園時からの健康状況、発生後
の処置を含めて可能な限り詳細に記
載。第１報で可能な範囲で記載し、第2
報以降で修正。）

教育・保育施設等事故報告書

事故報告年月日 施設・事業所所在地

施設・事業所名称事故報告回数

基本情報

事故発生時の
教育・保育等従事者数

うち保育教諭・幼稚園教諭・保育
士・放課後児童支援員等

事故発生時間帯

事故発生時のこどもの人数
の内訳

事故発生クラス等

船橋市

認可・認可外の区分

(負傷の場合）受傷部位

事故報告自治体
（都道府県・市区町村）

施設・事業所代表者等

施設・事業所種別 施設・事業所設置者等
（社名・法人名・自治体名等）

施設・事業開始年月日
(開設、認可、事業開始等)

（表面）
ver.4

（様式第5号）



具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

※　【施設・事業所別の報告先】及び【全施設・事業所共通の報告先】ともに報告をお願いします。
※　裏面の記載事項は、大半部分を公表する予定であるため、個人情報（対象児氏名、搬送先病院名等）は記載しないでください。

環境面

遊具の安全点検

その他の要因・分析・特記事項

その他の要因・分析・特記事項

他の職員の動き

担当職員の動き

教育・保育施設等事故報告書
ソフト面

事故防止マニュアル

玩具の安全点検

施設の安全点検

ハード面

その他の要因・分析・特記事項

改善策【必須】

職員配置

事故防止に関する研修

【施設・事業所別の報告先】

改善策【必須】

その他の要因・分析・特記事項

教育・保育の状況

人的面

自治体コメント【必須】
（自治体による事故発生の要因分析等を記載してください。施設・事業者は記載しないでください。）

改善策【必須】

対象児の動き

改善策【必須】

→　こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室指導係（ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp）

②　幼稚園、幼稚園型認定こども園
→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

→　消費者庁消費者安全課（i.syouhisya.anzen@caa.go.jp）

④　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

→　こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係（seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp）

→　こども家庭庁成育局成育環境課家庭支援係（seiikukankyou.katei@cfa.go.jp）

⑥　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

→　こども家庭庁成育局成育環境課子育て支援係（seiikukankyou.kosodate@cfa.go.jp）

→　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（toku-sidoui@mext.go.jp）

→　文部科学省初等中等教育局幼児教育課（youji@mext.go.jp ）

③　特別支援学校幼稚部

①　特定教育・保育施設（幼稚園、幼稚園型認定こども園を除く。）、特定地域型保育
事業、一時預かり事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）、病
児保育事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）及び認可外保
育施設（企業主導型保育施設を含む。）

【全施設・事業所共通の報告先】

⑤　子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）、子育て世
　帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業

（裏面）
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（様式第5号）



（様式第６号） 

長期滞在児報告書 

  年  月  日 

 

船橋市長        あて 

 

設置者 住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

代表者職・氏名 

 

 船橋市認可外保育施設指導監督実施要綱第６条第５項により、次のとおり報告します。 

児 童 氏 名 
 

 
性別 男・女 生年月日   年  月  日(    歳)  

保護者氏名  続柄  電話番号  

住   所 〒 

 

滞 在 期 間 

   

滞在の状況 

 

  年  月  日から    日間滞在中 

家庭の状況  

備   考  

※家庭の状況欄は詳細に記入してください。 



（様式第７号） 

（ 番  号 ） 

    年  月  日 

 

 

 

 

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書 

 

 

 

 

（施設設置者）  様 

 

                    船橋市長      

 

 

 貴殿の設置（管理）する（施設の名称）については、「認可外保育施設に対する指導

監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０６号成育局長通知）に基づく認

可外保育施設指導監督基準（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設に係るもの

に限る。）を満たしているため、その旨を証明する。 

 

 

施設の名称       

施設の所在地      

事業開始年月日 年  月  日 

設置者         

管理者（施設長）    

 

市による立入調査実施日     年  月  日 

証明書交付年月日        年  月  日 

 

 

 

 当施設は児童福祉法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第１項の認

可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、児童福祉法第５９条の２に基づ

き市への設置届出を義務付けられた施設です。 

設置届出先  船橋市（    部   課）  

（℡   －   －    ）  

 

 

※ この証明書の交付前に同様の証明書の交付を受けている場合にあっては、従前の

証明書を上記設置届出先に返還すること。 

 



（様式第８号） 

（ 番  号 ） 

    年  月  日 

 

 

 

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書 

 

 

 

 

（施設設置者）  様 

 

                    船橋市長      

 

 

 貴殿の設置（管理）する（施設の名称）については、「認可外保育施設に対する指導

監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０６号成育局長通知）に基づく認

可外保育施設指導監督基準（法第６条の３第９項に規定する業務又は同条第１２項に

規定する業務を目的とする施設（１日に保育する乳幼児の数が５人以下のものに限

る。））を満たしているため、その旨を証明する。 

 

 

施設の名称       

施設の所在地      

事業開始年月日 年  月  日 

設置者         

管理者（施設長）    

 

市による立入調査実施日     年  月  日 

証明書交付年月日        年  月  日 

 

 

 

 当施設は児童福祉法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第

１項の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、児童福祉法第５９

条の２に基づき市への設置届出を義務付けられた施設です。 

設置届出先  船橋市（    部   課）  

（℡   －   －    ）  

 

 

※ この証明書の交付前に同様の証明書の交付を受けている場合にあっては、従前の

証明書を上記設置届出先に返還すること。 

 



（様式第９号） 

（ 番  号 ） 

    年  月  日 

 

 

 

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書 

 

 

 

（施設設置者）  様 

 

船橋市長        

 

 

 貴殿の設置（管理）する（施設の名称）については、「認可外保育施設に対する指導

監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０６号成育局長通知）に基づく認

可外保育施設指導監督基準（法第６条の３第 11項に規定する業務を目的とする施設（複

数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。））を満たしているため、その旨を

証明する。 

 

 

 

施設の名称       

施設の所在地      

事業開始年月日 年  月  日 

設置者         

管理者（施設長）    

 

市による立入調査実施日     年  月  日 

証明書交付年月日        年  月  日 

 

 

 

 当施設は児童福祉法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第

１項の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、児童福祉法第５９

条の２に基づき市への設置届出を義務付けられた施設です。 

設置届出先  船橋市（    部   課）  

（℡   －   －    ）  

 

 

※ この証明書の交付前に同様の証明書の交付を受けている場合にあっては、従前の

証明書を上記設置届出先に返還すること。 

 



（様式第１０号） 

（ 番  号 ） 

    年  月  日 

 

 

 

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書 

 

 

 

（施設設置者）  様 

 

                    船橋市長      

 

 

 貴殿の設置（管理）する（施設の名称）については、「認可外保育施設に対する指導

監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０６号成育局長通知）に基づく認

可外保育施設指導監督基準（法第６条の３第１１項に規定する業務を目的とする施設

（複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。））を満たしているため、そ

の旨を証明する。 

 

 

 

施設の名称       

施設の所在地      

事業開始年月日 年  月  日 

設置者         

管理者（施設長）    

 

市による立入調査実施日     年  月  日 

証明書交付年月日        年  月  日 

 

 

 

 当施設は児童福祉法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第

１項の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、児童福祉法第５９

条の２に基づき市への設置届出を義務付けられた施設です。 

設置届出先  船橋市（    部   課）  

（℡   －   －    ）  

 

 

※ この証明書の交付前に同様の証明書の交付を受けている場合にあっては、従前の

証明書を上記設置届出先に返還すること。 

 


